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８月１日㈭
２日㈮
３日㈯
４日㈰
６日㈫
９日㈮
13日㈫

９時30分～
12時30分

10時～
15時30分

門沢橋コミセン
学習室１

有馬図書館
多目的室

日にち
①
②

③

時　間 場　所

区　分 作業内容など 実施時期、回数など 作業などの依頼先 問い合わせ

保守点検

清　　掃

法定検査

装置の調整・
修理や消毒薬の
補充など

汚泥の引き抜き
や装置の洗浄

設置後の
水質検査

維持管理状況の
定期検査

年１回以上

年１回

浄化槽の新設、または
構造や規模の変更後、
使用を始めてから３～
８カ月の間

処理方式、処理
対象人数により
異なります

県知事登録の
浄化槽保守点
検業者

㈱ジェーシー
☎（231）4227

資源対策課
☎（235）4922

㈶神奈川県
労働衛生
福祉協会
☎045（333）8727

県環境衛生課
☎045（210)4950

県環境衛生課
☎045（210)4950

図書館からのお知らせ
問 中央図書館☎（231）5152　〒243-0434上郷474番地の４
　 有馬図書館☎（238）4646　〒243-0426門沢橋１-20-41

本の登場人物に手紙や絵をかこう
　本を読んで、その登場人物に聞いてみたいこと、
感じたことなどを、手紙や絵にかいてみませんか。
手紙や絵の内容・大きさは自由。どなたでも応募
できます。
▶応募期間　７月21日㈰～９月12日㈭
▶申し込み　作品の裏に、本の題名・住所・氏名・
ふりがな・電話番号・年齢（学生の場合は学校名
と学年）を記入し、「本の登場人物に手紙や絵を
かこう」係へ郵送してください。自動車文庫でも
受け付けます。作品はいずれの図書館でも受け付
け可。作品は後日返却します。

夏のおはなし会
　語り手に、ボランティアグループ「海老名おは
なしたまてばこ」を迎えて行います。
▶日時　７月20日㈯14時30分～15時30分
▶場所　中央図書館視聴覚室
▶対象　小学生以上
▶定員　先着70人
▶内容　「ふしぎなたいこ」ほか２話、ブラック
パネルシアター「めらのうるし」
▶申し込み　７月３日㈬から、直接または電話で
中央図書館へ。

楽しい手づくり絵本教室（全３回）
　世界でたったひとつの絵本を作りませんか？
▶日時・場所　下表のとおり
▶対象　市内在住の小学生で、３回とも参加可能
な方（小学校４年生以下は保護者同伴）
▶定員　30人（定員を超えた場合は抽選）
▶持ち物　筆記用具・色鉛筆・色紙・のり・はさ
み・室内履き
▶申し込み　往復はがきに、住所・氏名・ふりが
な・電話番号・学校名・学年を記入し、有馬図書
館「楽しい手づくり絵本教室」係へ。７月23日㈫
必着。
▶その他　駐車場には限りがあります。公共交通
機関をご利用ください。

きみも図書館員になろう
▶日時　７月23日㈫～28日㈰の内１日を選択／９
時～12時
▶場所　有馬図書館
▶対象　市内在住の小学５・６年生で、初めて参
加の方
▶定員　24人（各日４人まで。定員を超えた場合
は抽選）
▶内容　カウンター作業（本の貸し出し・返却）・
本の検索・ブッカーコーティング・書棚整理など
▶持ち物　筆記用具・エプロン・水筒・ブッカー
コーティング用の本２冊
▶申し込み　往復はがきに、住所・氏名・ふりが
な・電話番号・学校名・学年・参加希望日（第１
希望、第２希望）を記入し、有馬図書館　「きみ
も図書館員になろう」係へ。７月16日㈫必着。

雑誌のリサイクル
　保存期間が過ぎた雑誌を、希望する方に提供し
ます。持ち帰り用の袋や、かばんなどを持参して
お越しください。
▶日時・場所　①７月20日㈯中央図書館　②21日
㈰有馬図書館／いずれも９時～17時
▶その他　対象雑誌の一覧は、各図書館カウン
ターおよび図書館ホームページで閲覧できます。
１人10冊まで。開催日以降に残った雑誌は、冊数
制限なく提供します。

※③はいずれか１日のみ。
　１回60分程度。

情報
記 号 一 覧 　日日時　時時間

場場所　対対象　定定員　内内容
講講師　費費用　持持物　他その他
期期間　任任期　条条件　主主催
ホームページ　 Ｅメール

問問い合わせ　申申し込み

▼  お知らせ  ▼

自動交付機で戸籍証明書も
取得できます
問窓口サービス課☎（235）4869

　庁舎南側に設置されている自
動交付機では、住民票の写しや
印鑑登録証明書に加え、海老名
市に本籍のある方は戸籍証明書
（戸籍謄本・抄本）も取得できます。
　利用の際は、暗証番号を登録
した住民基本台帳カード（えび
なカード）または海老名市民
カードが必要ですので、必ず持
参してください。

ご確認ください
住民基本台帳カードの有効期限
問窓口サービス課☎（235）4869

　住民基本台帳カードの有効期
間は10年間です。期限を迎える
方は、期限の３カ月前から新し
いカードに引き換えで交付申請
ができます。なお、新しいカー
ドの有効期限は、申請日から10
年間で、申請手数料として500
円がかかります。

リサイクルプラザからのお知らせ
問同プラザ☎（237）3196㈫休館

【傘の修理教室】
日毎月第２・４㈰10時～12時場
リサイクルプラザ申実施日の３
日前までに同プラザまで。

後期高齢者医療制度
25年度保険料納入通知書を
送付します
問保険年金課☎（235）4595

　７月中旬に、25年度の後期高
齢者医療保険料納入通知書を送
付します。納付方法など、詳細
については納入通知書をご覧く
ださい。
　なお、同制度の保険料額は、
神奈川県後期高齢者医療広域連
合が決定しており、県内では市
区町村による違いはありません。
◆被保険者証の負担割合を再判
定します
　同制度加入者が医療機関で支
払う医療費は、１割または３割
となっています。この負担割合
は、毎年前年中の所得状況に応
じて再判定され、８月１日に切
り替わります。その結果、負担
割合が変更になる方には、７月
下旬に新しい負担割合の被保険
者証を送付しますので、8月以
降は新しい被保険者証を使用し
てください。
　なお、古い被保険者証は同封
の返信用封筒で、必ず返送して
ください。
※新しい被保険者証が送付され
ない方は、負担割合の変更はあ
りませんので、そのままお持ち
の被保険者証を使用してくださ
い。

25年度国民年金保険料の
申請免除を受け付け
問保険年金課☎（235）4596

　国民年金保険料の納付が経済
的に困難な場合、本人・配偶者・
世帯主の所得に応じて申請免除
制度があります。
期７月１日㈪から受け付け（承
認期間は７月～平成26年６月ま
で）場厚木年金事務所または保
険年金課持年金手帳・離職票な
ど（失業の場合）・印鑑（家族
が手続きする場合）

市障がい者福祉手当の申請は
毎年必要です
問障がい福祉課☎（235）4813

　７月１日現在、市内に障がい
者本人の住民登録があり、下記
①～③のいずれかに該当し、か
つ住民票登録上同一世帯全員の
平成25年度市民税が非課税であ
る方が対象です。
①身体障害者手帳１～３級②療
育手帳A1～B2もしくは知能
指数75以下と児童相談所などで
判定された方③精神障害者保健
福祉手帳１・２級
期７月１日㈪～31日㈬まで受け付
け持障害者手帳・障がい者本人
の印 鑑（代理申請の場合、代理者
の印鑑も必要）・振込先のわかる
もの他申請のない場合は受給で
きませんのでご注意ください。

浄化槽は法定の点検・清掃を 問資源対策課☎（235）4922

　浄化槽の所有者・占有者（浄化槽管理者）などには、①保守点検、
②清掃、③法定検査を行うことが義務付けられています。必ず受検ま
たは実施をしてください。


